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Informationお知らせ

内内容　時日時　場場所　対対象　講講師　演演者　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　定定員　保一時保育　持持ち物
提提出　配配布　備備考　注注意事項　予予約　申申込・申請　問問い合わせ　℡電話番号　 フリーダイヤル　FAX ファクス　 メール

お
知
ら
せ

Ｊ
Ａ
北
河
内
が
追
加

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
に
よ
る
口
座
振
替
受
付

サ
ー
ビ
ス　

　
7
月
1
日（
木
）か
ら
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
に
よ
る
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
に
新
た

に
Ｊ
Ａ
北
河
内
の
取
り
扱
い
が
開
始
さ
れ
ま

し
た
。

　
担
当
課
窓
口
に
設
置
し
て
い
る
専
用
端
末

機
に
取
り
扱
い
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
を
通
し
、暗
証
番
号
を
入
力
す
る
と
、

そ
の
場
で
簡
単
に
口
座
振
替
の
申
し
込
み
手

続
き
が
完
了
し
ま
す
。

　
一
度
申
し
込
み
す
る
と
翌
年
度
以
降
も
継

続
さ
れ
ま
す
の
で
、
納
め
忘
れ
も
あ
り
ま
せ

ん
。
安
心
で
便
利
な
口
座
振
替
を
こ
の
機
会

に
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

対
象
種
目　

市・
府
民
税（
普
通
徴
収
）、固
定
資
産
税・
都

市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）、国
民

健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

注�

そ
の
他
の
取
扱
金
融
機
関
、
手
続
き
の
方

法
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
税
金
に
関
す
る
こ
と

問
納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
１
～
１
８
５

４
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国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
に
関
す
る
こ
と

保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替
が
便
利

　

国
民
健
康
保
険
料・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
納
付
を
市
指
定
金
融
機
関
の
口
座
か

ら
の
自
動
引
き
落
と
し
に
す
れ
ば
、
納
付
し

に
行
く
手
間
が
は
ぶ
け
、
納
付
忘
れ
が
な
く

な
り
ま
す（
翌
年
度
か
ら
も
自
動
更
新
さ
れ

ま
す
）。

　
市
指
定
金
融
機
関（
郵
便
局
を
含
む
）の
窓

口
で
、
備
え
付
け
の
申
請
用
紙
に
て
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の　

還
付
金
詐
欺
に
注
意

　

保
険
課
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら「
還
付
金

が
発
生
し
て
い
る
」と
電
話
が
あ
り
、
銀
行

や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自
動
預
払
機（
Ａ

Ｔ
Ｍ
）に
誘
導
し
、
預
金
を
だ
ま
し
取
ろ
う

と
す
る
詐
欺
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
、
還
付
金
が
あ
る
場
合
、
市
民
の

皆
さ
ん
に
電
話
で
、
銀
行
や
現
金
自
動
預
払

機（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）で
の
手
続
き
を
お
願
い
す
る
こ

と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
う
い
っ
た
不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
場
合

は
、
絶
対
に
手
続
き
に
応
じ
な
い
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

問
保
険
収
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生活保護適正化情報ダイヤル
　市民の皆さんから、生活保護の不正受給などに
関することや、本当に生活に困窮しているにも関
わらず、市に相談していない人の情報などを受け
付け、その情報をもとに独自に調査を行います。
　提供された情報は厳密に取り扱い、情報提供者
の個人情報は厳守します。
　市民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

問生活福祉課   ℡06－6992－1593   Mori_seikatuf@city-moriguchi-osaka.jp

専用電話番号06－699８ －７921   受付時間平日9:00～1７:30

次のような情報をお待ちしています。
▽仕事をしているのに市に報告していない
▽財産があるのに、生活保護費を受給している
▽虚偽の世帯構成で生活保護を受けている
▽ 生活保護受給者を安いアパートに住まわせて保護費を搾取する

など、貧困ビジネスの疑いがある
▽自身の処方薬を他人に渡している
▽本当に生活に困っているのに、市や民生委員に相談していない

市税の休日納付相談
　平日、仕事などで忙しい人や、病気・失業などで市税を納付
できない人は利用してください。
　なお、相談や連絡されずに納付がない場合、
財産（不動産・預金・給与など）に対し、差し押
さえ・公売などを行うことになります。
時７月1８日（日）9：00～13：00
場納税課
℡06－6992－1８52～1８54

▽
預
貯
金
通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

▽
届
け
出
印

▽
被
保
険
者
証

　
市
役
所
の
窓
口
で
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
の
み（
暗
証
番
号
が
必
要
）で
口
座
振
替
申

請
が
で
き
る「
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付

サ
ー
ビ
ス
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。
取
り
扱

い
で
き
な
い
金
融
機
関
も
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
ま
た
は

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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